
地
方

公
務

員
法

ぬ
き
が
き

（
人

事
委

員
会

又
は
公
平
委
員
会
の
設
置
）

第
七

条
都
道
府

県
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二

年
法

律
第
六
十

七
号
）
第

二
百

五
十
二

条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
は
、

条
例

で
人

事
委

員
会

を
置
く
も
の
と
す
る
。

２
前

項
の

指
定

都
市
以
外
の
市
で
人
口
（
官
報

で
公

示
さ
れ

た
最

近
の

国
勢
調

査
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
人
口
調
査
の
結
果
に
よ
る

人
口

を
い
う
。
以

下
同

じ
。
）十

五
万
以
上
の
も
の

及
び
特

別
区

は
、
条

例
で
人

事
委

員
会
又

は
公
平
委
員
会
を
置
く
も
の
と
す
る
。

３
人

口
十

五
万

未
満
の
市
、
町
、
村
及
び
地

方
公

共
団
体

の
組
合

は
、
条
例

で
公

平
委
員

会
を
置
く
も
の
と
す
る
。

４
公

平
委

員
会

を
置
く
地
方
公
共
団
体
は
、
議
会

の
議
決

を
経

て
定

め
る
規

約
に
よ
り
、
公
平

委
員
会
を
置
く
他
の
地
方
公
共
団
体

と
共

同
し
て
公

平
委

員
会
を
置
き
、
又
は
他
の
地

方
公
共

団
体
の

人
事
委

員
会
に
委
託

し
て
次

条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員

会
の

事
務

を
処

理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
人

事
委

員
会

又
は
公
平
委
員
会
の
権
限
）

第
八

条
人

事
委

員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処

理
す
る
。

一
人

事
行

政
に
関

す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
し
、
人
事

記
録
に
関

す
る
こ
と
を
管

理
し
、
及

び
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
統
計
報
告
を

作
成

す
る
こ
と
。

二
人

事
評

価
、
給

与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の

勤
務
条

件
、
研
修

、
厚

生
福

利
制
度

そ
の

他
職
員
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
絶
え
ず

研
究

を
行

い
、
そ
の
成
果
を
地
方
公
共
団
体
の
議

会
若
し
く
は
長

又
は
任

命
権
者

に
提
出

す
る
こ
と
。

三
人

事
機

関
及

び
職
員
に
関
す
る
条
例
の
制
定

又
は
改

廃
に
関

し
、
地

方
公
共

団
体
の

議
会
及
び
長
に
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
。

四
人

事
行

政
の

運
営
に
関
し
、
任
命
権
者
に
勧

告
す
る
こ
と
。

五
給

与
、
勤

務
時

間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

し
講

ず
べ
き
措

置
に
つ
い
て
地

方
公

共
団
体

の
議
会
及
び
長
に
勧
告
す
る
こ
と
。

六
職

員
の

競
争

試
験
及
び
選
考
並
び
に
こ
れ
ら
に
関

す
る
事

務
を
行
う
こ
と
。

～
以

下
略

～
1

指
定
都
市
に
つ
い
て
人
事
委
員
会
又

は
公
平
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
も
の
。

（
指
定
都
市
に
設
置
さ
れ
て
い
る
人
事
委
員
会
の
、
採
用
試
験
等
に
関
す
る
権
限
を
、
市
長
部
局
を
は
じ

め
任
命
権
者
の
権
限
と
す
る
。

)

＜
提

案
の

内
容

＞
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＜
提

案
の

背
景

＞ 少
子

高
齢
化

社
会
の

情
報
化
・

グ
ロ
ー
バ
ル

化

価
値

観
・

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

の
多

様
化

市
民

ニ
ー
ズ
の

多
様

化
・
高

度
化
・

複
雑

化

急
激
な
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
採
用
活
動

人
材
獲
得
競
争

が
激
化

長
が

責
任
あ
る
大

都
市

経
営

を
行

う
に
は
、

こ
れ
ら
に
対
応

し
て
、
長

が
自

治
体

経
営

の
一
環

と
し
て
、
主

体
的

・
機

動
的

に
採

用
を

実
施

す
る
必
要
が

あ
る
。

現
状
の
採
用
活
動

採
用
に
関
す
る
事
務

は
、
人

事
委

員
会

の
権

限

人
事
委
員
会

事
務

局
が

長
か

ら
示

さ
れ

た
求
め
る
人
材

像
を
踏

ま
え
て
実

施
し
て

い
る
が
、
長

の
意

思
の

反
映

は
間

接
的

。

地
方
公
務
員
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら

60
年
が
経

過
し
て
お
り
、
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
、

地
方
公
務
員
の
採
用
制
度
を
「
長
が
主
体
的
な

採
用
を
行
う
事
が
で
き
る
よ
う
」
に
見
直
す
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

2
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３

人
事

委
員

会
任
命
権
者

採
用

活
動委

任
※

一
部
資
格
職
に
限
る

人
事

委
員
会
か
ら
の

「
委

任
」
と
い
う
行
為

が
必

要

①
現
状

（
都
道

府
県
及
び
指

定
都

市
）

人
事

委
員

会
又

は
公

平
委

員
会

の
選

択
制

任
命

権
者

採
用

活
動

公
平

委
員
会

任
命
権
者

採
用

活
動

自
治

体
の

判
断

に
よ
り
、

長
の

主
体

性
発

揮

＜
採

用
権

限
の

委
任

に
関

し
て
＞

長
の
主
体

性
発
揮

人
事
委
員
会
か

ら
の
採
用
権
限
の
「
委
任
」
と
い
う
制
度
（
地
公
法
第

8条
第

3項
）
も
あ
る
が
、
採
用
権

限
を
全

部
委
任
す
る
こ
と
の
可
否
が
不
明
確
な
こ
と
か
ら
、
本
市
で
は
一
部
資
格
職
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

※
委

任
を
行

っ
て
い
る
職
種
：
資
格
及
び
特
殊
な
専
門

的
知
識

又
は
技

術
を
必
用

と
す
る
職

種
、
労
務
職

例
）
医
師
・
保
健

師
等

の
医

療
職
、
保
育

士
等

ま
た
、
全
部
委
任
が
可
能
で
あ
っ
て
も
、
任
命
権
者
が
主
体
的
に
実
施
で
き
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
解

決
策
と
し
て
は
不
十
分
。

②
改
善
案

（
指
定
都
市
、
人

口
15

万
人
以
上
の
市

及
び
特
別
区
）

※
参
考
（
人
口

15
万
未
満
の
市
、

町
、
村
及
び
地
方
公
共
団
体
の
組
合
）
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採
用
に
関
し
て
人
事
委
員
会
よ
り
各
任
命
権
者
に
委
任
さ
れ
て
い
る
事
項
（人

事
の
権
限
の
一
部
を
委
任
す
る
規
則
よ
り
）

職
員

の
任
用
に
関

す
る
規

則
（
平

成
28

年
４
月
人
委

規
則
第

１
号

。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第

15
条

第
３
号

か
ら
第

12
号
ま
で
に
掲

げ
る
職

に
つ
い
て
の

規
則
第

17
条
各

号
に
掲

げ
る
事

務
（
人
事
委

員
会
が

別
に
定

め
る
場

合
を
除

く
。
）

＜
採

用
権

限
の

委
任

に
関

し
て

参
考

資
料

＞

委
任

規
則

第
1
5
条

第
３
号
か
ら
第

1
2
号

ま
で
に
掲
げ
る
職
に
つ
い
て
の
規
則
第

1
7
条
各

号
に
掲

げ
る
事

務
（
ぬ
き
が
き
）

第
1
5
条

次
に
掲

げ
る
職

員
の
職
へ
職
員
を
採
用
す
る
場
合

は
，
選

考
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

(1
)
係

長
若

し
く

は
こ
れ
に
準
ず
る
職
又
は
こ
れ
ら
と
職

務
の
複

雑
と

責
任

の
度
が

同
等
以
上

の
職

(2
)
民

間
資

金
等

の
活
用

に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等

の
促
進

に
関

す
る

法
律
（

平
成
11
年

法
律

第
11
7号

）
第

79
条

第
１
項
に
規
定
す
る
地
方
派
遣

職
員

を
も

っ
て
補

充
し
よ
う
と
す
る
職

(3
)
人

事
委

員
会

を
置

く
他
の
地

方
公
共
団
体

又
は
国
の

採
用

試
験

又
は

選
考

に
合

格
し
た
者

を
も
っ
て
補

充
し
よ
う
と
す
る
職
で
，
当

該
採
用
試
験
又

は
選
考
に

係
る
職

と
職

務
の

複
雑

と
責
任
の
度
が
同
等
以
下
と
人
事

委
員

会
が
認

め
る
も
の

(4
)
人

事
委

員
会

を
置

く
他

の
地

方
公

共
団

体
に
属

す
る
職

，
国

家
公

務
員

の
職

若
し
く
は

公
共

企
業

体
に
属

す
る
職

に
現

に
正

式
に
任

用
さ
れ

て
い
る
者

又
は

か
つ
て
正

式
に
任

用
さ
れ
て
い
た
者
を
も
っ
て
補
充

し
よ
う
と
す
る
職

で
，
そ
の

者
が

任
用

さ
れ

て
い
る
職

又
は

任
用

さ
れ
て
い
た
職
と
職
務
の

複
雑
と
責
任
の
度

が
同

等
以

下
と
人

事
委
員
会
が
認
め
る
も
の

(5
)
か

つ
て
職

員
で
あ
っ
た
者
を
も
っ
て
補
充

し
よ
う
と
す
る
職

で
，
そ
の

者
が

か
つ
て
任

用
さ
れ

て
い
た
職

と
職

務
の

複
雑

と
責
任

の
度
が
同
等
以
下

と
人
事
委

員
会

が
認

め
る
も
の

(6
)
法

令
の

規
定

に
基

づ
く
免
許
を
必
要
と
す
る
職

で
別
に
定

め
る
も
の

(7
)
法

令
の

規
定

に
基

づ
く
資
格
を
必
要
と
す
る
職

で
別
に
定

め
る
も
の

(8
)
特

殊
な
専

門
的

知
識
又
は
技
術
を
必
要
と
す
る
職

で
別

に
定

め
る
も
の

(9
)
労

務
職

員
の

職
で
別
に
定
め
る
も
の

(1
0
)
採

用
試

験
を
行

っ
て
も
十
分
な
競
争
者
が
得
ら
れ
な
い
と
人

事
委

員
会

が
認

め
る
職

又
は

職
務

と
責

任
の

特
殊
性

に
よ
り
職
務
の
遂
行
能
力
に
つ
い
て
順
位

の
判

定
が

困
難

で
あ
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
職

(1
1
)
神

戸
市

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

に
関

す
る
条

例
(平

成
2
2
年

３
月

条
例

第
2
7
号

。
以

下
「
任

期
付

条
例

」
と
い
う
。

)第
２
条

の
規

定
に
よ
り
採

用
す
る

職
(1

2
)
前

1
1
号

に
規

定
す
る
も
の
の
ほ
か
，
採
用
試
験
に
よ
る
こ
と
が

不
適

当
で
あ
る
と
人

事
委
員

会
が
認

め
る
職

(採
用

選
考

事
務

)
第

1
7
条

人
事

委
員

会
は
，
採
用
選
考
に
関
し
，
次
に
掲

げ
る
事

務
を
処

理
す
る
。

(1
)
採

用
選

考
を
実

施
す
る
こ
と
。

(2
)
採

用
選

考
の

結
果

を
任
命
権
者
に
通
知
す
る
こ
と
。

(3
)
採

用
選

考
の

実
施

に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
。

4

93



＜
採

用
活

動
に
関

す
る
取

組
み

状
況

＞

平
成

26
年
度

多
様
な
人
材
の
獲
得
と
い
う
点
か
ら
、
幅
広
い
層
の
方
々
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

「
公
務
員
試
験
対
策
の
特
別
な
準

備
は
不
要
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
試
験
制
度
を
抜
本
的
に
変
更
。

（
特
別
枠
を
導
入
し
、

1次
試
験
を
「
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
」
「
小
論
文
」
に
（
一
般
行
政
区
分
）
）

平
成

28
年
度

年
齢
構
成
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
是
正
し
、
市
政
に
活
か
せ
る
幅
広
い
見
識
や
経
験
を
有
す
る
人

材
を
確
保
す
る
た
め
に
、
社
会
人
採
用
試
験
の
受
験
資
格
に
お
け
る
年
齢
要
件
を

28
歳
以
上

34
歳
以
下
か
ら

28
歳
以
上

39
歳
以
下
に
引
き
上
げ
。

平
成

29
年
度

受
験
生
の
職
務
適
性
や
性
格
適
性
を
把
握
し
、
人
物
理
解
を
深
め
る
た
め
、
大
学
卒
、
高
専
・

短
大
卒
、
高
校
卒
、
社
会
人
採
用
試
験
に
お
い
て
、
適
性
検
査
を
導
入
。
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